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「中小企業経営強化法税制」 申請内容確認票（202304）　



		会社名

（当申請の連絡先となる会社名）

		

		確認者氏名

		



		

		

		ＴＥＬ

		



		

		

		ＦＡＸ

		



		

		

		



		

		確認欄へのチェック(✓)は必須です→

		確認



		照明設備の内容

(確認必須項目)

		光源のみの交換やリニューアルキット（改造）ではない。

		□



		

		設備本体に電気用品安全法に適合した（ＰＳＥ）表記がされている製品である。（誘導灯・非常灯・防爆器具などを除く）丸ＰＳＥです。

		□



		



		提出書類

		確認



		 (様式１) 

証明書

必ず必要

		数量：２部   「代表者氏名」については特段の制限はない。

 但し「担当窓口」及び「連絡先（電話番号）」を必ず記載すること。

		□



		 別紙

(複数型式の場合、必ず必要)

		数量：２部　

様式２ チェックリスト①記載の型式が全て記入されている。

光源やカバーなど附属するすべての型式まで記入すること。

		□



		 (様式２)

チェックリスト①

　　必ず必要

		数量：１部

		□



		根拠となる資料

　　必ず必要

		A販売開始年度が確認できる資料が添付されている。

		□



		

		Bエネルギー効率（lm/W）が確認できる資料が添付されている。

		□



		

		※日本照明工業会の会員メーカーの場合は、そのメーカー発行の証明書にA、Bが記載されていれば可。

旧モデルがない場合には「旧モデルなし理由書」も必要です。

　共に1部必要。「担当窓口」及び「連絡先（電話番号）」を必ず記載すること。



		 返送用封筒

　　必ず必要

		簡易書留用に460円切手貼付し、返送宛先を記入したものを同封。（処理迅速化のため宛名の敬称（様）を予めご記入ください。）

		□



		事務費用請求書の確認



		事務費用請求先

		事務費用は、ご申請者宛の請求書を証明書に添付して返送。

請求書の宛先を変更する場合には、下欄に請求書宛名を記入。

　（もし以下の方からお支払いがない場合には、ご申請者に再請求いたします。）

		□



		

		請求書宛名：

		





下記内容をすべてご確認の上、□にチェックを入れ、申請書毎に添付してください。
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新_様式1_生産性向上要件証明書;機械及び装置(一型式)_20231010.docx
（様式１）



		（一社）日本照明工業会指定用紙



		整理番号

		



		1 ソフトウエア以外の場合　

2 ソフトウエアである場合　□















中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書

		当　該　設　備　の　概　要

		減価償却資産の種類

		機械及び装置



		

		設備の種類又は細目

		



		

		設備の名称

		



		

		設備型式

		



		

		本社名・事業所名

		



		

		法人番号　※法人のみ

		



		

		本社所在地

		



		

		ユーザー連絡先

（会社名、担当部署、電話番号）

		





〇上記設備を前提とした場合における該当要件への当否

		該　当　要　件

		一定期間(注１）内に販売開始された製品であるか

		①販売開始年度(西暦)：　　　　　年度(注２)

②取得(予定)日を含む年度：　　　    年度(注２)

　　　　　　② - ① ＝       　　年

		１．該当 ２．非該当



		

		「生産性向上」（旧モデル比生産性年平均１％以上向上）に該当するか

（※）当該設備がソフトウエアである場合、または比較すべき旧モデルが全く無い新製品の場合には、記載不要。

		１．該当　２．非該当



		該当要件への当否

		１．該当　２．非該当





（注１）一定期間は、機械装置：１０年、工具：５年、器具・備品：６年、建物附属設備：１４年、ソフトウエア：５年とする。

（注２）年度とは、その年の１月１日から１２月３１日までの期間をいう。

当該設備が上記該当要件を満たすものであることを証明します。

　西暦　　　　　年　　月　　日

製造事業者等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

製造事業者等の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　　　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者連絡先（電話番号）：　　　　　　　　　　　 

「該当要件」欄に記載されている事項について確認し、該当要件を満たしていることを証明します。

　西暦　　　　年　　月　　日

〒110-0016

東京都台東区台東4-11-4三井住友銀行御徒町ビル8階

一般社団法人日本照明工業会

　　会長　　西原　隆史　　

担当窓口(責任者)：　　　　　　　　　　　　 

担当窓口：　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号）：03-6803-0660

　　　　　　　　　　





























※制度自体については、中小企業庁ホームページをご確認いただき、ご不明な点は、中小企業庁税制サポートセンターもしくは所轄の税務署にお問い合わせください。中小企業庁ホームページ　https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

【経営力向上計画に係る認定申請書における「８．経営力向上設備等の種類」の「所在地」】について変更がある場合

		変更事項(注３)

		変更前（都道府県名・市町村名）

		変更後（都道府県名・市町村名）



		

		

		





（注３）経営力向上計画の認定申請書の記載から変更が生じた場合、設備取得事業者が変更後の設備情報を記載。[本証明書に関する注意事項]

本証明書は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等であって、中小企業経営強化税制の対象設備の要件のうち、生産性向上に係る要件（「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件）を満たしていることを証明するもので、税制措置の対象である設備であることを証明するものではありません。

これら税制措置の適用を受けるためには、さらに、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けること、当該設備の価額が最低取得価額以上であること、適用期間中に取得すること等の要件を満たす必要があります。

また、対象設備の種類は、同じ設備でも使用目的等によって異なる場合があります。設備の種類によっては制度の対象外となる場合や「一定期間内に販売」の要件（年数）が異なる場合がありますので、ご注意ください。詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。

令和5年3月31日までに申請を行った先端設備等導入計画に添付する生産性向上要件証明書としても利用できます。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。。







新_様式1_生産性向上要件証明書;建物附属設備(一型式)_20231010.docx
（様式１）



		（一社）日本照明工業会指定用紙



		整理番号

		



		1 ソフトウエア以外の場合　

2 ソフトウエアである場合　□















中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書

		当　該　設　備　の　概　要

		減価償却資産の種類

		建物附属設備



		

		設備の種類又は細目

		電気設備（照明設備を含む。）



		

		設備の名称

		



		

		設備型式

		



		

		本社名・事業所名

		



		

		法人番号　※法人のみ

		



		

		本社所在地

		



		

		ユーザー連絡先

（会社名、担当部署、電話番号）

		





〇上記設備を前提とした場合における該当要件への当否

		該　当　要　件

		一定期間(注１）内に販売開始された製品であるか

		①販売開始年度(西暦)：　　　　　年度(注２)

②取得(予定)日を含む年度：　　　    年度(注２)

　　　　　　② - ① ＝       　　年

		１．該当 ２．非該当



		

		「生産性向上」（旧モデル比生産性年平均１％以上向上）に該当するか

（※）当該設備がソフトウエアである場合、または比較すべき旧モデルが全く無い新製品の場合には、記載不要。

		１．該当　２．非該当



		該当要件への当否

		１．該当　２．非該当





（注１）一定期間は、機械装置：１０年、工具：５年、器具・備品：６年、建物附属設備：１４年、ソフトウエア：５年とする。

（注２）年度とは、その年の１月１日から１２月３１日までの期間をいう。

当該設備が上記該当要件を満たすものであることを証明します。

　西暦　　　　　年　　月　　日

製造事業者等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　

製造事業者等の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　　　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者連絡先（電話番号）：　　　　　　　　　　　 

「該当要件」欄に記載されている事項について確認し、該当要件を満たしていることを証明します。

　西暦　　　　年　　月　　日

〒110-0016

東京都台東区台東4-11-4三井住友銀行御徒町ビル8階

一般社団法人日本照明工業会

　　会長　　西原　隆史　　

担当窓口(責任者)：　　　　　　　　　　　　 

担当窓口：　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号）：03-6803-0660

　　　　　　　　　　





























※制度自体については、中小企業庁ホームページをご確認いただき、ご不明な点は、中小企業庁税制サポートセンターもしくは所轄の税務署にお問い合わせください。中小企業庁ホームページ　https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

【経営力向上計画に係る認定申請書における「８．経営力向上設備等の種類」の「所在地」】について変更がある場合

		変更事項(注３)

		変更前（都道府県名・市町村名）

		変更後（都道府県名・市町村名）



		

		

		





（注３）経営力向上計画の認定申請書の記載から変更が生じた場合、設備取得事業者が変更後の設備情報を記載。[本証明書に関する注意事項]

本証明書は、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等であって、中小企業経営強化税制の対象設備の要件のうち、生産性向上に係る要件（「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件）を満たしていることを証明するもので、税制措置の対象である設備であることを証明するものではありません。

これら税制措置の適用を受けるためには、さらに、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けること、当該設備の価額が最低取得価額以上であること、適用期間中に取得すること等の要件を満たす必要があります。

また、対象設備の種類は、同じ設備でも使用目的等によって異なる場合があります。設備の種類によっては制度の対象外となる場合や「一定期間内に販売」の要件（年数）が異なる場合がありますので、ご注意ください。詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。

令和5年3月31日までに申請を行った先端設備等導入計画に添付する生産性向上要件証明書としても利用できます。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。。







新_様式2_チェックリスト_20231228.xlsx
チェックリスト

																																		（様式２） ヨウシキ

																				西暦　　        年         月        日 セイレキ

																				照明器具製造業者等名：

		(様式2)【チェックリスト①】 ヨウシキ

												＜比較指標＞　（※）以下の１～４までのいずれかの指標で比較。 ヒカク シヒョウ イカ シヒョウ ヒカク

												 １．生産効率【　　　】　２．精度【　　　　　】 ３．エネルギー効率【　　　　　】 ４．その他【　　　　　】



		№		当該設備（型式） トウガイ セツビ カタ シキ		発売開始要件の確認 ハツバイ カイシ ヨウケン カクニン								生産性向上に該当するか セイサンセイ コウジョウ ガイトウ														旧モデルなし キュウ		当該要件への当非 トウガイ ヨウケン トウ ヒ				証明者
チェック欄 ショウメイ シャ ラン

						当該設備の販売開始日が、取得日から一定期間(※1）に属する年度開始の日以後であること。 トウガイ セツビ ハンバイ カイシ ビ シュトク ビ イッテイ キカン ゾク ネンド カイシ ヒ イゴ								当該設備の一代前モデルと比較して年平均1%以上の生産性向上を達成している。 トウガイ セツビ イチダイ マエ ヒカク ネン ヘイキン イジョウ セイサンセイ コウジョウ タッセイ

		1				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		2				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		3				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		4				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		5				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		6				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		7				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		8				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		9				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		10				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		11				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		12				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		13				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		14				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		15				①販売開始年度 ハンバイ カイシ ネンド		②-①＝				1．該当 ガイトウ		当該設備の
＜指標数値＞ トウガイ セツビ シヒョウ スウチ		一代前モデル
（型式） イチダイ マエ カタシキ		一代前モデル
（販売開始年度） イチダイ マエ ハンバイ カイシ ネンド		一代前モデルの
＜指標数値＞ イチダイ マエ シヒョウ スウチ		<生産性向上> セイサンセイ コウジョウ				1．該当 ガイトウ						1．該当 ガイトウ

						20　　　年度 ネンド

						②取得等をする年度 シュトクトウ トシ ド						2.非該当 ヒガイトウ						20　　　年度				年平均　　　％ ネン ヘイキン				2.非該当 ヒガイトウ						2.非該当 ヒガイトウ

						20　　　年度 ネンド		年 ネン

		（※１）一定期間は、機械装置：１０年、工具：５年、器具備品：６年、建物附属設備：１４年、ソフトウェア：５年とする。 イッテイ キカン キカイ ソウチ ネン コウグ ネン キグ ビヒン ネン タテモノ フゾク セツビ ネン ネン

		注；		年度とはその年の1月1日から12月31日までの期間をいう。 ネン ド トシ ガツ ニチ ガツ ニチ キカン

		注；販売開始年度、指標が確認できるカタログなどのコピーを添付下さい(会員企業は、会員専用書式に記入し、添付ください）。 カイイン キギョウ カイイン センヨウ ショシキ キニュウ テンプ
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